平成２６年８月１５日
高知県社会福祉協議会

日常生活自立支援事業　県社協預け替えに係る事務取扱について

福祉サービス利用援助契約書第８条４項に基づき、市町村社協で保管していた預かり物品について県社協に預け替えを行う場合の事務取扱及び手順について、次のとおり定める。

１．市町村社協における相続人の確認
（１）別紙の相続人確認表を参考に、本人の相続人の存在を確認する。生前の本人からの聞き取りに加え、必要に応じて市町村行政等関係機関への照会を実施して対応のこと。
（２）相続人に対して物品の引渡しに関する連絡を行う。関わり拒否等により、引渡しが不調の場合はその経過について記録すること。

２．県社協との文書協議
　１について確認したうえで、引渡しが不調の場合は、次の書類一式を県社協に送付する。
（１）預け替え協議書（別添）
（２）（１）の添付書類
①預かり書等（写）
※契約締結後の物品の預かりに関する一連の書類の写しを添付のこと。（預かり書（様式2）。及び、預かり物件返却依頼書（様式10）、受取書（様式11）、預かり申込　　書（様式12）、預かり引受書（様式13））
②預かり物品明細（様式14）
　　　※現時点で市町村社協が預かっている物品（預け替えようとする物品）の一覧
③専門員記録（写）
　　　※死亡の事実、市町村行政等と連携した相続人の存在の確認の経過、及び相続人とのやりとりの経過等について記載のこと。なお、死亡届や戸籍等の写しを得ることができた場合は添付のこと。
④金融機関への契約終了の通知（写）

３．物品の引渡し
２の文書協議により預け替えを行う場合の物品は、県社協職員が市町村社協に出向き受け取る。その際、「預かり物品預け替え引渡書」と「預かり物品預け替え引受書」を互いに手交する。

	福祉サービス利用援助契約書　第８条
４　この契約が終わったときに、利用者、利用者の相続人などいずれからも受け取りがなかった場合、市町村社協は県社協に利用者の書類やはんこを預け替えます。
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社会福祉法人高知県社会福祉協議会
会長　○○　○○　様

社会福祉法人○○市社会福祉協議会
会長　○○　○○


日常生活自立支援事業の預かり物品の預け替え協議書

　平成　　年　　月　　日付で福祉サービス利用援助契約を締結した、下記の利用者における契約書第８条１項に基づく預かり物品について、契約書第８条４項に基づき県社協に預け替えたいので協議します。


記

１．利用者　住所
氏名

２．契約終了日
　　　平成　　年　　月　　日

３．理由　　




　４．添付書類
　　　・預かり書等（写）
　　　・預かり物品明細（様式14）
・専門員記録（写）
　　　・金融機関への契約終了の通知（写）

